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問題用紙Ｈ４ 

第二問 問２ 

配点 

問２（35 点） 問２（15 点） 

2025.5.7 

81 ページ 
２ 徴収職員における財

産調査権限について 

⑵ 質問検査の対象者とその方法 

③ 滞納者に対して債権若しくは債務があり、又

は滞納者から 

⑵ 質問検査の対象者とその方法 

③ 滞納者に対して債権若しくは債務があった、

若しくはあると認めるに足りる相当の理由のあ

る者、又は滞納者から 

2025.5.7 

81 ページ 
２ 徴収職員における財

産調査権限について 

⑸ 官公署への協力要請 

 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必

要があるときは、官公署又は 

⑸ 事業者への協力要請 

 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必

要があるときは、事業者又は官公署又は 

2025.5.7 

84 ページ 
２ 財産調査権限 

下から２行目 
分証明書の呈示、捜索調書の作成等について… 分証明書の提示、捜索調書の作成等について… 2025.5.7 

第３予想 

Ｈ３ページ 
下から３行目 を行った。この乙税務署長が行った差押について、… を行った。この甲税務署長が行った差押について、… 2025.7.3 

第４予想 

解答解説 

59 ページ 

⒍参加差押に係る地方

税の配当額 

５行目 

1,000万円だけが所得税及び地方税には優先しない。 1,000万円だけが所得税及び地方税に優先する。 2025.7.15 
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